
令
和
７
年
度

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

第
２
回
収
蔵
資
料
展
示
（
後
期
）

神奈川県
公文書館

KANAGAWA 高
札
の
時
代

こ
う
さ
つ 

じ
だ
い

展
示
資
料
解
説

こ
う
さ
つ 

じ
だ
い

高
札
の
時
代

令
和
７
年
度

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

第
２
回
収
蔵
資
料
展
示
（
後
期
）

展
示
資
料
解
説





1

開
催
に
あ
た
っ
て

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
で
は
、
紙
以
外
に
書
か
れ
た
文
字
資

料
も
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
高
札
で
す
。

高
札
は
、
木
の
板
に
法
令
な
ど
を
記
し
て
人
目
に
つ
く
場
所

に
掲
示
し
た
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
多

く
の
高
札
が
作
成
さ
れ
、
当
館
で
も
そ
の
時
期
の
も
の
を
収
蔵
し

て
い
ま
す
。

高
札
は
、
一
メ
ー
ト
ル
前
後
に
も
な
る
木
の
無
垢
材
の
た
め
、

そ
の
大
き
さ
や
重
量
、
経
年
劣
化
に
よ
る
損
傷
の
た
め
、
こ
れ
ま

で
公
開
の
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
今
回
す
べ
て
の
高
札
を
撮
影
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像

で
公
開
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
に

よ
る
撮
影
を
行
い
、
消
え
か
か
っ
て
い
る
文
字
も
読
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
合
わ
せ
、
当
館
収
蔵
高
札
の
中
か
ら
厳
選
し
て
原
資

料
の
展
示
を
行
う
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
実
物
を
見
る
こ
と
の
で

き
る
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
す
の
で
、
高
札
の
掲
示
さ
れ
て
い
た

時
代
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
一
一
月
二
一
日

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

翻
刻
凡
例

・
原
資
料
に
準
じ
て
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
い
ま
す
。

・
旧
字
・
異
体
字
は
常
用
漢
字
に
直
し
て
い
ま
す
。

例
：
壱
↓
一

・
合
字
は
開
い
て
い
ま
す
。

例
：
ゟ
↓
よ
り

・
仮
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
一
部
を
補
っ
て
い
ま
す
。



2



3

第
１
章
　
江
戸
時
代
の
高
札

歌
川
広
重「
東
海
道
五
拾
三
次
之
内 

日
本
橋 

朝
之
景
」

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

江
戸
時
代
、
幕
府
が
発
し
た
高
札
は
、
幕
府
の
法
令
を
公
布
す

る
た
め
の
も
の
で
、
幕
領
・
藩
領
を
問
わ
ず
掲
示
さ
れ
、
民
衆
へ

広
く
周
知
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

高
札
が
全
盛
を
迎
え
る
の
は
、
寛
文
元（
一
六
六
一
）年
に
五
枚

の
高
札
が
発
せ
ら
れ
て
か
ら
で
、
以
降
、
延
宝
二（
一
六
七
四
）

年
・
天
和
二（
一
六
八
二
）年
・
正
徳
元（
一
七
一
一
）年
と
、
将
軍

の
代
替
わ
り
に
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
五
枚
の
高
札
が
立
て
ら
れ
ま

し
た
。
正
徳
の
高
札
は
忠
孝
札
・
キ
リ
シ
タ
ン
札
・
毒
薬
札
・
駄

賃
札
・
火
付
札
の
五
枚
で
、
駄
賃
札
が
時
代
に
合
わ
せ
て
改
正
が

行
わ
れ
た
以
外
、
幕
末
ま
で
継
続
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
高
札
は
、

民
衆
が
特
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
で
、
高
札
の
中
心
的

な
存
在
で
し
た
。

高
札
は
、
江
戸
市
中
の
も
の
は
右ゆ
う
ひ
つ筆
お
よ
び
町
奉
行
所
、
そ
れ

以
外
の
村
は
代
官
所
が
作
成
し
、
高
札
場
に
掲
示
さ
れ
ま
し
た
。
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１
　〔
高
札
〕	

天
和
二（
一
六
八
二
）年
五
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
寄
託 ID2200717001

相
模
国
津
久
井
県
沢
井
村 

石
井
達
也
家
文
書

こ
の
高
札
は「
キ
リ
シ
タ
ン
札
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
キ
リ
ス

ト
教
の
禁
止
と
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
を
発
見
次
第
届
け
出
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
幕
府
は
慶
長
一
七（
一
六
一
二
）年
に
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止

し
、
寛
永
一
四（
一
六
三
七
）年
の
島
原
の
乱
を
契
機
に
宗
門
改
め

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
誰
も
が
い
ず
れ
か
の
寺
院
の
檀
家
と

な
る
寺
請
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
札
に
あ
る「
奉
行
」は
老
中
の
こ
と
で
、
江
戸
幕
府
初

期
の
呼
称
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
し
て「
山
川
三
左
衛

門
」は
幕
府
の
代
官
で
、
幕
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
内
容
を
高
札
に

記
し
、
自
身
の
管
轄
す
る
村
々
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
高
札
の
年
代
を
み
る
と
天
和
二（
一
六
八
二
）年
と
な
っ
て

お
り
、
正
徳
元（
一
七
一
一
）年
の
高
札
の
前
に
発
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
当
館
収
蔵
の
高
札
で
最
も
古
い
年

代
の
高
札
で
す
。
た
だ
し
、
山
川
三
左
衛
門
が
代
官
に
任
じ
ら
れ

た
の
が
貞
享
三（
一
六
八
六
）年
な
の
で
、
こ
れ
以
降
に
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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定

一
、
幾
利
志
丹
宗
門
は
累
年

御
制
禁
た
り
、
自
然
不
審

な
る
も（

者

）の
有
之
ハ
申
出
へ
し
、

御
ほ（

褒

美

）

う
ひ
と
し
て

伴
天
連
の
訴
人
　
銀
五
百
枚

い
る
ま
ん
の
訴
人
　
銀
三
百
枚

立
か（
返
）へり
者
の
訴
人
　
同

断

同
宿
并
宗
門
之
訴
人
　
銀

百

枚

右
之
通
可
被
下
、
縦
同
宿
・

宗
門
之
内
た
り
と
い（
言
）
ふ
と
も
、

訴
人
に
出
る
品
に
よ
り

銀
五
百
枚
可
被
下
之
、
か（
隠
）く
し
置

他
所
よ
り
あ（

現

）

ら
ハ
る
ゝ
に

を（
於
）
ひ
て
ハ
、
其
所
之
名
主
并

五
人
組
迄
、
一
類
共
に
可
被
処

厳
科
者
也
、
仍
下
知
如
件

天
和
二
年
五
月
日	

奉

行

右
之
趣
堅
可
相
守
者
也

山
川
三
左
衛
門



6

２
　
定	

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
五
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
寄
託 ID2200717002

相
模
国
津
久
井
県
沢
井
村 

石
井
達
也
家
文
書

こ
の
高
札
は「
火
付
札
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
放
火
を
行
っ
た

者
の
通
報
・
捕
縛
、
火
事
場
に
お
い
て
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
の
よ
う
な
都
市
部
の
場
合
、
家
々
が
密
集
し
て
建
て
ら
れ

て
お
り
、
火
災
が
発
生
す
る
と
一
気
に
火
の
手
が
回
る
状
況
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
放
火
は
重
罪
で
、
犯
人
は
火
あ
ぶ

り
の
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
現
在
の
よ
う
な
放
水
等
に
よ
る
消
火
設
備
は
な

く
、
延
焼
を
防
ぐ
た
め
火
事
の
周
り
の
建
物
を
壊
す
破
壊
消
化
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
活
動
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う

に
か
、
江
戸
市
中
に
掲
げ
ら
れ
た
高
札
に
は
、
火
事
場
に
集
ま
る

こ
と
な
ど
を
禁
止
す
る
条
文
も
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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定

一
、
火
を
付
る
者
を
し（
知
）ら
ハ
早
々
申
出
へ
し
、
若
隠
置
に

を（
於
）
ゐ
て
ハ
其
罪
重
か
る
へ
し
、
た（

縦

令

）

と
ひ
同
類

た
り
と
い
ふ
と
も
、
申
出
に
お（
於
）
ゐ
て
ハ
其
罪
を
ゆ（

許

）る

さ
れ
、
急
度
御
褒
美
下
さ
る
へ
き
事

一
、
火
を
付
る
者
を
見
付
仕
、
こ
れ
を
捕
へ
、
早
々
申

出
へ
し
、
見
の（

逃

）か
し
に
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
あ（
怪
）や
し
き
も（
者
）の
あ
ら
ハ
セ（

穿

鑿

）

ん
さ
く
を
と（
遂
）け
て
、
早
々

御
代
官
・
地
頭
江

召
連
来
る
へ
き
事

一
、
火
事
之
節
、
鑓・長
刀・脇
差
等
ぬ（
抜
）き
身
に
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
火
事
場
其
外
い
つ
れ
の
所
に
て
も
、
金
銀
諸
色
ひ（
拾
）ろ
い

と（
取
）ら
ハ
御
代
官
・
地
頭
江
持
参
す
へ
し
、
若
か（
隠
）く
し
置
、

他
所
よ
り
あ（

現

）

ら
ハ
る
ゝ
に
を（
於
）ゐ
て
ハ
、
其
罪
重
か
る
へ
し
、

た（

縦

令

）

と
ひ
同
類
た
り
と
い（
言
）
ふ
と
も
、
申
出
る
輩
ハ
其
罪

ゆ（

許

）る
さ
れ
、
御
褒
美
可
被
下
事

右
之
条
々
可
相
守
之
、
若
於
相
背
者

可

被

行

罪

科

者

也

正
徳
元
年
五
月
日	

奉

行
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３
　
定	

慶
応
三（
一
八
六
七
）年
一
一
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID2199436601

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
奈
川
宿
本
陣 

石
井
家
文
書

こ
の
高
札
は「
駄
賃
札
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
公
定
運
賃
を
掲

示
し
て
い
ま
す
。こ
の
高
札
は
神
奈
川
宿（
現 

横
浜
市
神
奈
川
区
）

に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
、
神
奈
川
宿
か
ら
運
ぶ
先
ま
で

の
運
賃
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
宿
駅
制
度
で
は
、
荷
物
は
次
の
宿
場
ま
で
継
ぎ

立
て
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
東
海
道
沿
い
で
は
江
戸

方
面
は
川
崎
宿（
現 

川
崎
市
川
崎
区
）、
京
方
面
は
保
土
ヶ
谷
宿

（
現 

横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
）ま
で
の
運
賃
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
戸
部（
現 

横
浜
市
西
区
）、
太
田
村（
現 

横
浜
市
中

区
）、
横
浜（
現 

横
浜
市
中
区
）へ
の
運
賃
も
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
開
港
以
降
に
追
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

年
代
が
慶
応
三
年
と
な
っ
て
お
り
、
最
後
に
改
正
さ
れ
た
駄
賃

札
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。



9

定

神
奈
川
宿

駄
賃
并

人
足
賃
銭
之
儀

当
卯
十
一
月
分
よ
り

川
崎
江

荷
物
一
駄
　
八
百
五
十
七
文

乗
掛
荷
人
共
　
同

断

軽
尻
馬
一
疋
　
五
百
六
十
七
文

人
足
一
人
　
四
百
三
十
六
文

保
土
ヶ
谷
江

荷
物
一
駄
　
三
百
七
十
九
文

乗
掛
荷
人
共
　
同

断

軽
尻
馬
一
疋
　
二
百
四
十
八
文

人
足
一
人
　
百
九
十
一
文

戸
部
江

荷
物
一
駄
　
六
百
二
十
四
文

乗
掛
荷
人
共
　
同

断

軽
尻
馬
一
疋
　
四
百
十
三
文

人
足
一
人
　
三
百
十
二
文

太
田
村
江

荷
物
一
駄
　
八
百
十
二
文

乗
掛
荷
人
共
　
同

断

軽
尻
馬
一
疋
　
五
百
五
十
二
文

人
足
一
人
　
四

百

六

文

横
浜
江

荷
物
一
駄
　
九
百
三
十
六
文

乗
掛
荷
人
共
　
同

断

軽
尻
馬
一
疋
　
六
百
二
十
四
文

人
足
一
人
　
四
百
六
十
六
文

右

之

通

可

取

之
、

若

於

相

背
者

可

為

曲

事

も

の

也

慶
応
三
年
卯
十
一
月
　
奉

行
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４
　
御
高
札
之
写	

享
保
二
〇
年
五
月（
一
七
三
五
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID2199437006

相
模
国
足
柄
上
郡
菖
蒲
村
文
書

こ
の
資
料
は
、
小
田
原
藩
領
で
あ
っ
た
菖
蒲
村（
現 

秦
野
市
）

が
作
成
し
た
、
高
札
を
書
き
写
し
た
文
書
で
す
。

内
容
は
、
天
和
二（
一
六
八
二
）年
の「
キ
リ
シ
タ
ン
札
」「
毒
薬

札
」「
捨
馬
札
」、
正
徳
元（
一
七
一
一
）年
の「
火
付
札
」、
享
保
六

（
一
七
二
一
）年
の「
鉄
砲
札
」が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
に
、
新
し
い
高
札
が
発
せ
ら
れ
た
際
に
は
、
古
い
高
札
は

外
さ
れ
て
差
し
替
え
ら
れ
る
筈
で
す
が
、
菖
蒲
村
で
は
正
徳
元

年
に
新
し
い「
キ
リ
シ
タ
ン
札
」「
毒
薬
札
」が
発
せ
ら
れ
た
以
降

も
、
天
和
二
年
の
高
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
す
。

「（
表
紙
）

菖

蒲

村

御

高

札

之

写	

控
イ

享
保
二
十
年
卯
ノ
五
月
写
し
置

名
主
清
左
衛
門
」
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定
　

き

り

し

た

ん

宗

門

は

累

年

御

制

禁

た

り
、

自

然

不

審

成

も（

者

）の

有

之

ハ

申

出

へ

し
、

御

ほ（

褒う

ひ美
）

と

し

て

は（

伴

天

連

）

て
れ
ん
の
訴
人	

銀
五
百
枚
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い
る
ま
ん
の
訴
人	

銀
三
百
枚

立
か（

返

）へ
り
者
の
訴
人	

銀
三
百
枚

同
宿
并
宗
門
之
訴
人	

銀
三
百
枚

右

之

通

可

被

下

之
、

た（

縦

令

）

と

ひ

同

宿

宗
門
之
内
た
り
と
い（
言
）

ふ
共
、
訴
人
に
出
る

品

に

よ

り

銀

五

百

枚

可

被

下

之
、

か（

隠

）く
し
置
他
所
よ
り
あ（

現

）

ら
ハ
る
ゝ
に

お（
於
）

ゐ
て
ハ
、
其
所
之
名
主
并

五
人
組

迄
、

一

類

共

に

可

被

処

厳

科

者

也
、

仍

下

知

如

件
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天
和
二
年
五
月	

奉

行

条

々

一
、

毒

薬
・

に（

偽

）せ

薬

種

売

買

之

儀
、

弥

堅

制

禁

之
、

若

於

商

売

仕
者

可
被
行
罪
科
、
た（

縦

令

）

と
ひ
同
類
た
り
と

い（
言
）

ふ

共
、

訴

人

に

出

る

輩

は
、

急

度
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御

褒

美

可

被

下

之

事

一
、

に（

偽

）せ

金

銀

売

買

一

切

停

止

た

る

へ
し
、
自
然
持
参
に
お（
於
）

ゐ
て
ハ
両
替

屋
ニ

而

う（
打
）

ち

つ（

潰

）ふ

し
、

其

主

に

可

返

之
、
并

は（

外

）つ
し
の
金
銀
・
に（

偽

）せ
金
銀
ハ
、

金
座
・
銀
座
ヘ
つ（

遣

）か
ハ
し
可
相
改
事

附
、
に（

偽

物

）

せ
も
の
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
寛
永
の
新
銭
、
金
子
一
両
に
四
貫
文
、

勿
論
一
分
に
は
一
貫
文
、
御
料
・
私
領

共

に

年

貢

収

納

等
ニ

も

御

定

の

員
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数

た

る

へ

き

事

一
、
新
銭
之
儀
、
い
つ
れ
の
所
に
て
も
御
免

な

く

し

て

一

円

不

可

鋳

之
、

若

違

反

之

輩

有

之

ハ
、

可

為

罪

科

事

附
、
鐚
銭
・
似
（
偽
）

銭
、
此
外
撰
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
新
作
の
慥
な
ら
さ
る
書
物
、
商
売

い（

致

）た

す

へ

か

ら

さ

る

事

一
、

諸

色

の

商

売
、

或

一

所

に

買

置

し（
締
）

め
う（
売
）

り
、
或
申
合
高
直（
値
）
ニ

い（

致

）た
す

へ

か

ら

さ

る

事
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一
、

諸

職

人

申

合
、

作

料
・

手

間

賃

等

高
直（
値
）
ニ

す
へ
か
ら
す
、
惣
而

誓
約
を
な
し
、

結

徒

党

儀

可

為

曲

事

右

条

々

可

相

守

、

此

旨

若

違

反

之

族

於

有

之

者

、

可

致

厳

科

者

也

仍

下

知

如

件

天
和
二
年
五
月	

奉

行
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覚

捨
馬
之
儀
付
、
段
々
被

仰
出
処
、
頃
日

茂

捨
馬
仕
候
も（

者

）の
有
之
候
、
急
度
御

仕
置
可
被

仰
付
候
得
共
、
先
此
度
も

流

罪

被

仰

付

候
、

向

後

捨

馬

仕

候
者
於
有
之
者
、
可
被
行
重
科
者
也

十
二
月定

一
、

火

を

付

る

者

を

し（
知
）

ら

ば

早

々

申

出
へ
し
、
若
隠
置
に
を（
於
）

ゐ
て
ハ
其
罪
重

か
る
へ
し
、
た（

縦

令

）

と
ひ
同
類
た
り
と
い（
言
）

ふ
共
、
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申
出
る
に
を（
於
）

ゐ
て
ハ
其
罪
を
ゆ（

許

）る
さ
れ
、

急

度

御

褒

美

下

さ

る

へ

き

事

一
、

火

を

付

る

者

を

見

付

は
、

こ

れ

を
捕
へ
、
早
々
申
出
へ
し
、
見
の（

逃

）か
し

に

す

へ

か

ら

さ

る

事

一
、
あ（

怪

）や
し
き
も（

者

）の
あ
ら
は
せ（

穿

鑿

）

ん
さ
く

を
と（
遂
）げ
て
、
早
々
御
代
官
・
地
頭
へ
召
連
来
る
へ
き
事

一
、
火
事
之
節
、
鑓
・
長
刀
・
刀
・
脇
差
等
ぬ（
抜
）
き
み
（
身
）

に

す

へ

か

ら

さ

る

事

一
、
火
事
場
其
外
い
つ
れ
の
所
ニ
而

も
、
金
銀

諸
色
ひ（

拾

）ろ
い
と（
取
）
ら
は
御
代
官
・
地
頭
ヘ
持
参

す
へ
し
、
若
隠
置
、
他
所
よ
り
あ（

現

）

ら
ハ
る
ゝ
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に
を（
於
）
ゐ
て
ハ
、
其
罪
重
か
る
へ
し
、
た（

縦

令

）

と
ひ

同
類
た
り
と
い（
言
）

ふ
共
、
申
出
る
輩
ハ
其

罪
を
ゆ（

許

）る
さ
れ
、
御
褒
美
下
さ
る
へ
き
事

右
之
条
々
可
相
守
之
、
於
相
背
者

可
被

行

罪

科

者

也

正
徳
元
年
五
月	

奉

行

定

在

々

に

て

若

鉄

砲

打

候

も（

者

）の

有

之

候

ハ

ヽ

申

出

へ

し
、
并

御

留

場

之

内

に

て

鳥

を

取

申

者

捕

候

歟
、

見

出

シ

候

ハ

ヽ
、

早

々
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申

出

へ

し

、

急

度

御

褒

美

可

被

下

之

置

者

也

享
保
六
年
二
月

享
保
二
十
年
卯
ノ
五
月

尤
今
年
如
斯
申
付
、
御
役
所
様
ヘ
御
尋
ニ
付

書
上
ヶ
申
候	

ひ（
控
）かい
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５
　
御
高
札
之
写	

明
和
元（
一
七
六
四
）年
一
二
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2200448730

武
蔵
国
橘
樹
郡
保
土
ヶ
谷
宿 

苅
部
家
文
書

こ
の
資
料
は
、
幕
領
で
あ
っ
た
保
土
ヶ
谷
宿（
現 

横
浜
市
保
土

ケ
谷
区
）が
作
成
し
た
、
高
札
を
書
き
写
し
た
文
書
で
す
。

内
容
は
、
正
徳
五
年
の「
毒
薬
札
」「
貫
目
札
」「
火
付
札
」「
駄

賃
札
」「
切
支
丹
札
」、
そ
れ
と
享
保
六（
一
七
二
一
）年
の「
鉄
砲

札
」「
鷹
番
札
」が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
駄
賃
札
」を
見
る
と
、
保
土
ヶ
谷
宿
を
起
点
と
し
た
も
の
に

な
っ
て
お
り
、
東
海
道
の
そ
れ
ぞ
れ
隣
の
宿
場
、
江
戸
方
面
は
神

奈
川
宿（
現 

横
浜
市
神
奈
川
区
）、
京
方
面
は
戸
塚
宿（
現 

横
浜

市
戸
塚
区
）ま
で
の
運
賃
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
に

素
泊
ま
り
の
宿
屋
で
あ
る
木
賃
宿
の
宿
泊
賃
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

「（
表
紙
）

明
和
元
年

御

高

札

之

写

申
十
二
月	

保
土
ヶ
谷
宿

」
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（

前

欠

）

四
貫
文
、
㆒
歩（
分
）

に
㆒
貫
文
た
る
へ
し
、

御
料
・
私
領
共
に
年
貢
収
納
等
ニ

も

御
定
の
こ（

如

）と
く
た
る
へ
き
事

一
、

新

銭

之

事
、

銭

座

の

外

一

切

鋳

出

す

へ

か

ら

さ

る

事
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一
、
新
作
の
慥
な
ら
さ
る
書
物
、
商
売

す

へ

か

ら

さ

る

事

一
、
諸
職
人
い（
言
）

ひ
合
せ
、
作
料
・
手
間
賃
等

高
直（
値
）
ニ

す
へ
か
ら
す
、
諸
商
売
も（

者

）の、

或

は

一

所

に

買

置

し（
締
）

め

う（
売
）

り

し
、

或
は
い（
言
）

ひ
合
せ
て
高
直（
値
）
ニ

す
へ
か
ら

さ

る

事

一
、

何

事

に

よ

ら

す

誓

約

を

な

し
、

徒

党

を

結

ふ

へ

か

ら

さ

る

事

右

条

々

可

相

守

之
、

若
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於

相

背

者

可

被

行

罪

科

者

也

正
徳
元
年
五
月
日	

奉

行

定

二
ノ
一

一
、
駄
賃
并
人
足
荷
物
の
次
第

御
伝
馬
并
駄
賃
の
荷
物
㆒
駄	

重
サ
四
十
貫
目

歩
も（
持
）
ち
の
荷
物
㆒
人	

重
サ
五

貫

目

長
持
一
丁	

重
サ
三
十
貫
目

但
し
、
人
足
㆒
人
持
、
重
サ
五
貫
目
の
積
、
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三
十
貫
目
の
荷
物
ハ
六
人
し
て
持
へ
し
、
夫

よ
り
軽
き
荷
物
は
貫
目
に
し（

従

）

た
か
ひ
て

人
数
減
す
へ
し
、
此
外
い
つ
れ
の
荷
物
も

こ

れ

に

准

す

へ

し

乗

物

一

丁	

次（
継
）

人
足
六
人

山
乗
物
一
丁	

次（
継
）

人
足
四
人

一
、
御
朱
印
伝
馬
・
人
足
之
数
、
御
書
付
の
外
に

多
く
出
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
道
中
次（
継
）
人
足
・
次
（
継
）
馬
の
数
、
た（

縦

令

）

と
ひ
国
持
大
名

た
り
と
い（
言
）
ふ
と
も
、
其
家
中
共
に
東
海
道
ハ

一
日
に
五
十
人
・
五
十
疋
に
過
へ
か
ら
す
、
此
外
の
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伝
馬
道
ハ
二
十
五
人
・
二
十
五
疋
に
限
へ
し

但
、
江
戸
・
京
・
大
坂
の
外
、
道
中
に
お（
於
）
ゐ
て
人
馬

と（

共

）も
に
追
通
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
御
伝
馬
駄
賃
の
荷
物
ハ
、
其
町
の
馬
残
ら
す

出
す
へ
し
、
若
駄
賃
馬
お（

多

）ほ
く
入
（
要
）
時
ハ
、
在
々

所
々
よ
り
や（

雇

）と
ひ
、
た（

縦

令

）

と
ひ
風
雨
の
節
と

い（
言
）
ふ
と
も
、
荷
物
遅
々
な
き
様
に
相
は（

計

）か

ら

ふ

へ

き

事

一
、
人
馬
之
賃
、
御
定
之
外
増
銭
を
取
に
お（
於
）
ゐ
て
ハ

牢
舎
せ
し
め
、
其
町
の
問
屋
・
年
寄
は
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過
料
と
し
て
鳥
目
五
貫
文
宛
、
馬
役
之
者
ハ

家
一
軒
よ
り
百
文
宛
出
す
へ
き
事

附
、
往
還
の
輩
、
理
不
尽
の
儀
を
申
か
け
、

又
ハ
往
還
の
者
に
対
し
非
分
の
事

あ

る

へ

か

ら

さ

る

事

右

条

々

可

相

守

之
、

若

於

相

背

者

可

為

曲

事

者

也

正
徳
元
年
五
月
日

奉

行
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定

三一
、

火

を

付

る

者

を

し（
知
）

ら

は

早

々

申

出

へ

し
、

若

か（

隠

）く

し

置

に

お（
於
）

い

て

は

其

罪

重

か

る

へ

し
、

た（

縦

令

）

と

ひ

同

類

た

り

と

い（
言
）

ふ

と

も
、

申

出

る

に

お（
於
）

ゐ

て

ハ

其

罪

を

ゆ（

許

）る

さ

れ
、

急

度

御

褒

美

下

さ

る

へ

き

事

一
、
火
を
付
る
者
を
見
付
は
、
こ
れ
越

捕
へ
、
早
々
申
出
へ
し
、
見
の（

逃

）か
し
に
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す
へ
か
ら
さ
る
事

一
、
あ（
怪
）や
し
き
も（
者
）の
あ
ら
ハ
せ（

穿

鑿

）

ん
さ
く
を

と（
遂
）

け

て
、

早

々

御

代

官
・

地

頭

へ

召

連

来

る

へ

き

事

一
、
火
事
之
節
、
鑓
・
長
刀
・
刀
・
脇
差
等

ぬ（
抜
）

き

身

に

す

へ

か

ら

さ

る

事

一
、
火
事
場
其
外
い
つ
れ
の
所
に
て
も
、

金
銀
諸
色
ひ（

拾

）ろ
い
と（
取
）

ら
ハ
御
代
官
・

地

頭

ヘ

持

参

す

へ

し
、

も

し

隠

置
、

他
所
よ
り
あ（

現

）

ら
ハ
る
ゝ
に
お（
於
）

ゐ
て
ハ
、
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其

罪

重

か

る

へ

し
、

た（

縦

令

）

と

ひ

同

類

た

り

と

い（
言
）

ふ

と

も
、

申

出

る

輩

は

其

罪

を

ゆ（

許

）る

さ

れ
、

御

褒

美

下

さ

る

へ

き

事

右
之
条
々
可
相
守
之
、
若
於
相
背
者

可

被

行

罪

科

者

也

正
徳
元
年
五
月
日	

奉

行

定

二
ノ
二

一
、
保
土
ヶ
谷
よ
り
之
駄
賃
并

人
足
賃
銭
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神
奈
川
迄

荷
物
一
駄	

四
十
九
文

乗
掛
荷
人
共	

同

断

か（
軽
）ら尻
馬
㆒
疋	

三
十
㆓
文

附
、
あ（

鐙

付

）

ふ
つ
け
ハ
、
か（

軽

）ら
尻
に
同
し

そ

れ

よ

り

重

き

荷

物

は

本

駄

賃

銭

に

同

し

か

る

へ

し
、

夜

通

し

急

に

通

る

輩

ハ
、

か（

軽

）ら
尻
に
乗
る
共
本
駄
賃
銭
と

同
前
た
る
へ
し

人
足
㆒
人	

㆓
十
五
文

戸
塚
迄

荷
物
一
駄	

百

八

文
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乗
掛
荷
人
共	

同

断

か（
軽
）ら
尻
馬
㆒
疋	

六
十
九
文

人
足
㆒
人	

五
十
三
文

泊
々
に
て
木
賃
銭

主
人
㆒
人	

三
十
五
文

召
仕
㆒
人	

十

七

文

馬

㆒

疋	

三
十
五
文

右

之

通

可

取

之
、

若

於

相

背
者

可

為

曲

事

者

也

正
徳
元
年
五
月
日	

奉

行
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定

二
ノ
三き

り

し

た

ん

宗

門

ハ

累

年

御

制

禁

た

り
、

自

然

不

審

成

も（

者

）の

有

之

は

申

出

へ

し
、

御

ほ（

褒

美

）

う

ひ

と

し

て

は（

伴

天

連

）

て
れ
ん
の
訴
人	

銀
五
百
枚

い
る
ま
ん
の
訴
人	

銀
三
百
枚

立
か
へ
り
者
の
訴
人	

同

断

同
宿
并
宗
門
の
訴
人	

銀

百

枚

右

之

通

下

さ

る

へ

し
、

た（

縦

令

）

と

ひ
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同

宿
・

宗

門

之

内

た

り

と

い（
言
）

ふ

と

も
、

申

出

る

品

に

よ

り

銀
五
百
枚
下
さ
る
へ
し
、
か（

隠

）く
し
置

他
所
よ
り
あ（

現

）

ら
は
る
ゝ
に
お（
於
）

ゐ
て
ハ
、

其
所
之
名
主
并

五
人
組
迄
、
一
類
共
に

罪

科

に

お（

行

）

こ

な

は

る

へ

き

者

也

正
徳
元
年
五
月
日	

奉

行
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定

二
ノ
二并四在

々

に

て

若

鉄

砲

打

候

者

有

之

候

ハ

ヽ

申

出

へ

し
、

并

御

留

場

之

内

に

て

鳥

を

取

申

者

捕

候

歟
、

見

出

し

候

ハ

ヽ
、

早

々

申

出

へ

し

、

急

度

御

褒

美

可

被

下

置

之

者

也

享
保
六
年
二
月
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定

二
ノ
五鷹

番
之
儀
、
自
今
相
止
申
候
、
然
上
ハ

村
中
之
者
共
弥
常
々
無
油
断
心
を
付
、

う（

疑

）

た
か
ハ
し
き
者
有
之
ハ
、
急
度
可
相
改
之
、

若

此

以

後

鳥

を

取

候

も（

者

）の

有

之

内

不
相
改
候
ハ
ヽ
、
其
村
之
名
主
ハ
い（
言
）

ふ
に

お（

及

）よ
ハ
す
、
村
中
之
者
共
迄
越（
落
）
度
た
る
へ
し
、

其

上

又

々

鷹

番

可

申

付

之

者

也

享
保
六
年
七
月
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定

一
、親
子

定

一
、毒
薬

定

一
、火
を
付
る

定

一
、駄
賃

定

在
々
に
て

定

鷹
番
之
儀

定

一
、保
土
ヶ
谷
よ
り

定

き
り
し
た
ん
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右

之

通
、

御

高

札

之

写

相

違

無
御
座
候
、
以
上

保
土
ヶ
谷
宿

明
和
元
申
年
十
二
月	

名
主
問
屋
清

兵

衛

伊
奈
半
左
衛
門
様	

年
寄

庄

太

夫

御

役

所	

同
　
佐
右
衛
門

同
　
清

蔵

同
　
吉
右
衛
門

宝

暦

十

三

未

年
、

朝

鮮

人

之

節

御

高

札

墨

入

有

之

候
、

且

又

明

和

元

年

御

高

札

写

候

儀
ニ

付
、

差

上

申

候

控

也

但
、

宝

暦

之

写

も

有

之

候

得

共
、
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明

和

之

写

と

見

合

候

得
者
、

文

字

違

候

所

御

座

候
、

向

後

者

明

和

之

写

用

可

申

候

事
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６
　
浦
高
札
写	

（
江
戸
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2199435036

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
奈
川
宿
本
陣 

石
井
家
文
書

こ
の
資
料
は
、
神
奈
川
宿
猟
師
町（
現 

横
浜
市
神
奈
川
区
）が

作
成
し
た
、
浦
高
札
の
写
し
で
す
。

浦
高
札
は
、
海
難
救
助
や
浦
方
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
記
載

さ
れ
た
高
札
で
、
各
地
の
港
や
海
岸
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

写
し
の
内
容
は
正
徳
元（
一
七
一
一
）年
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、

幕
末
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

「（
表
紙
）

浦

高

札

写

神
奈
川猟

師
町
」
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定

一
、
公
儀
之
御
船
ハ
い（
言
）

ふ
に
及
は
す
、
諸

廻
船
共
に
遭
難
風
時
ハ
助
舟
出
し
、

船

不

破

損

様

に

成

程

精

出

す

へ

き

事

一
、
船
破
損
之
時
、
其
所
近
き
浦
之
も（

者

）の

精
を
出
し
、
荷
物
・
舟
道
具
取
揚
へ
し
、



44

其
取
揚
所
之
荷
物
之
内
、
浮
荷
物
ハ

二
十
分
一
、
沈
荷
物
ハ
十
分
一
、
但
川
舟
は

浮
荷
物
ハ
三
十
分
一
、
沈
荷
物
ハ
二
十
分
一

取
揚
る
も（

者

）の
に
可
遣
事

一
、
沖
に
て
荷
物
は（
刎
）
ぬ
る
時
ハ
、
着
船
之
湊
に

お（
於
）
ゐ
て
其
所
之
代
官
手
代
・
庄
屋
出
合
、
遂

穿
鑿
、
船
に
相
残
荷
物
・
舟
道
具
等
之
分

可
出
証
文
事

附
、
船
頭
、
浦
之
者
と
申
合
荷
物
盗
取
之
、
は
（
刎
）ね
た
る
と

偽
申
に
お
（
於
）ゐ
て
ハ
、
後
日
聞
と
い
（
言
）ふ
と
も
、
船
頭
ハ
い
（
言
）ふ
に

及
ハ
す
、
申
合
す
る
輩
に
至
る
ま
て
、
其
罪
重
か
る

へ
き
事

一
、
湊
に
長
々
船
を
懸
置
輩
あ
ら
ハ
、
其
子
細
を
所
之

も（
者
）の
相
尋
、
日
和
次
第
早
々
出
船
い（

致

）た
す
へ
し
、
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其
上
に
て
も
令
難
渋
ハ
、
何
方
之
船
と
承
届
之
、

近
辺
ハ
其
地
頭
・
御
代
官
、
遠
方
ハ
御
勘
定
奉
行
迄

急
度
可
申
達
事

一
、
御
城
米
廻
之
刻
、
船
具
・
水
主
不
足
之
悪
船
に

不
可
積
之
、
并
日
和
能
節
於
舟
破
損
者
、
舟
主
・
船
頭

可
為
曲
事
、
惣
而
理
不
尽
成
義
申
掛
之
、
亦
ハ

私
曲
於
有
之
ハ
可
申
出
之
、
縦
同
類
と
い（
言
）
ゑ
と
も

其
科
を
ゆ（

許

）る
さ
れ
御
褒
美
可
被
下
之
事

一
、
自
然
寄
船
并

荷
物
於
流
来
ハ
可
揚

置
之
、
半
年
過
迄
荷
主
無
之
お（
於
）

い
て
ハ
、

揚
置
輩
可
取
之
、
若
数
日
過
荷
主
雖
為

出
来
不
可
返
之
、
雖
（
雑
）

然
所
之
地
頭
・
代
官

差

図

可

請

事

一
、
博
奕
惣
而

賭
之
勝
負
堅
停
止
た
る
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へ
き
事

右

条

々

可

相

守

之
、

若

於

相

背

ハ

可

被

行

罪

科

者

也

正
徳
元
年
五
月
日

奉

行

前
々
よ
り
浦
々
高
札
相
建

公
儀
之
船
ハ
不
及
申
に
諸
廻
船
共
猥
成
儀

無
之
様
に
被

仰
付
候
処
、
遭
難
風
候
節
も
所
之

者
共
船
之
助
に
は
不
相
成
、
却
而
破
船
候
様
に

い（

致

）た
し
掛
ヶ
荷
物
を
刎
さ
せ
、
或
ハ
上
乗
船
頭
与

申
合
不
法
之
儀
共
有
之
様
ニ
相
聞
江
不
届
に
候
、

御
料
ハ
御
代
官
、
私
領
者
地
頭
よ
り
常
々
遂
吟
味
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毛
頭
不
埒
不
仕
様
に
急
度
可
申
付
候
、
若
此
う（

上

）へ

不
埒
之
儀
於
有
之
ハ
、
後
日
に
相
聞
江
候
共
、
其
者
ハ

い（
言
）ふ
に
お（

及

）よ
ハ
す
、
所
之
も（

者

）の
ま（

迄

）て
可
被
行
重
科
に
、

其
上
其
所
之
御
代
官
・
地
頭
迄
可
為
越（
落
）

度
事

一
、
御
城
米
船
近
年
破
船
多
候
ニ
付
、
今
般
諸
事
相
改

別
而
大
切
可
仕
旨
申
渡
、
船
足
之
義
茂
深
ク
不
入
様
ニ

大
坂
船
者
大
坂
奉
行
、
其
外
国
々
之
船
者
其
所
支
配

之
御
代
官
よ
り
船
足
定
之
所
江
極
印
を
打
、
舟
頭
・
水
主

之
人
数
を
不
減
少
様
に
急
度
申
付
令
運
漕
筈
候
、

依
之
湊
江
寄
候
舟
之
分
ハ
船
頭
・
水
主
人
数
并
船

足
極
印
之
通
無
相
違
哉
送
状
に
引
合
、
急
度

相
改
帳
面
ニ
記
置
、
上
乗
船
頭
印
形
致
さ
せ
、
右

書
物
其
所
に
留
置
、
御
料
ハ
御
代
官
、
私
領
者

地
頭
江
差
出
之
、
御
代
官
并
地
頭
よ
り
御
勘
定
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奉
行
迄
可
被
指
図
候
、
且
又
極
印
よ
り
船
足
深
ク

入
候
船
有
之
候
ハ
ヽ
、
積
候
俵
数
委
細
に
改
之
、

御
城
米
之
外
船
頭
私
之
運
賃
を
取
、
他
之
米
穀

或
ハ
商
売
之
荷
物
等
積
入
候
哉
、
又
ハ
水
主
人
数

定
之
内
令
減
少
候
ハ
ヽ
、
私
に
積
入
候
荷
物
ハ
其
所
ニ

取
揚
置
、
水
主
人
数
不
足
之
分
ハ
其
所
に
て
慥
成

水
主
を
雇
せ
為
致
出
船
、
其
上
に
て
右
之
訳
早
速

御
勘
定
奉
行
江

可
訴
之
事

一
、
破
船
有
之
節
浦
々
之
者
出
会
、
荷
物
・
船
具
等

取
上
候
刻
盗
取
候
哉
、
又
ハ
不
届
之
仕
方
於
有
之
ハ
、

船
頭
よ
り
不
隠
置
有
体
に
早
速
可
訴
事

右

之

条

々

急

度

可

相

守
、

若

違

犯

之

輩

於

有

之

ハ
、

詮

議

之

上

可

被

行

罪

科
、

不

吟

味

之

子

細
茂

候

ハ

ヽ
、
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其

所

支

配

之

代

官

又

ハ

地

頭

ま（

迄

）て

可

為

越（
落
）

度

者

也

辰
八
月
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第
２
章
　
高
札
場
と
そ
の
維
持

復
元
さ
れ
た
神
奈
川
宿
高
札
場

高
札
が
掲
示
さ
れ
た
高
札
場
は
、
町
の
辻
・
橋
の
た
も
と
・
街

道
の
分
岐
点
・
渡
船
場
・
港
の
出
入
口
・
関
所
な
ど
に
設
け
ら
れ

ま
し
た
。

高
札
場
は
厳
重
な
管
理
が
求
め
ら
れ
、
石
垣
の
上
に
矢
来（
柵
）

を
め
ぐ
ら
せ
て
、
高
札
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
町
村
役
人
に
管
理
が
命
じ
ら
れ
、
辺
り
の
清
掃
や
、
火
事

の
際
に
は
高
札
を
持
っ
て
逃
げ
る
よ
う
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
厳
重
さ
を
備
え
た
結
果
、
高
札
が
見
づ
ら

い
、
立
ち
止
ま
っ
て
見
る
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
状
況

を
生
み
出
し
て
し
ま
い
、
法
令
を
周
知
す
る
場
か
ら
、
幕
府
の
権

威
を
し
め
す
た
め
の
存
在
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

高
札
場
は
、
五
街
道
に
設
置
さ
れ
た
も
の
は
幕
府
の
費
用
で
、

村
々
に
設
置
さ
れ
た
も
の
は
村
の
費
用
で
修
繕
さ
れ
、
明
治
初
期

ま
で
維
持
さ
れ
ま
し
た
。
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７
　
東
海
道
武
州
神
奈
川
宿
高
札
場
御
普
請
目
論
見
帳

文
化
元（
一
八
〇
四
）年

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID2199435280

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
奈
川
宿
本
陣 

石
井
家
文
書

こ
の
資
料
は
、
神
奈
川
宿
に
設
置
さ
れ
た
高
札
場
の
建
て
替
え

の
際
に
作
成
さ
れ
た
、
工
事
の
計
画
書
で
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
神
奈
川
宿
の
高
札
場
が
御
普
請
所
＝
幕
府
の

費
用
で
工
事
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
、
天
明
七（
一
七
八
七
）年

と
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
に
も
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

資
料
の
作
成
者
を
見
る
と「
大
貫
次
右
衛
門
」の
名
前
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
人
物
は
幕
府
の
代
官
を
務
め
た
人
物
で
、
こ
の
地
域

を
管
轄
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
宛
所
は「
勘
定
所
」と
な
っ
て
お
り
、

幕
府
の
財
政
部
門
に
提
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

「（
表
紙
）

東
海
道

武
州
神
奈
川
宿
高
札
場
御
普
請
目
論
見
帳

大
貫
次
右
衛
門
」
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東
海
道
　
　

武
州
橘
樹
郡

一
、
高
札
場
　
長
一
丈
六
尺
四
寸

横
五
尺
　
　
　
　

高
一
丈

　
一
ヶ
所	

神
奈
川
宿

是
者

前
々
御
普
請
所
ニ
而
、
天
明
七
未

年
・
寛
政
七
卯

年

建
替
被
仰
付
候
処
、
此
節
悉
及
大
破
難
差
置
御
座
候
間
、

御
買
上
木
を
以
建
替
被
仰
付
候
積

右
入
用

《
参
考
》

１
丈
＝
10
尺
（

≒3030.3m
m

）

１
尺
＝
10
寸
（

≒303.03m
m

）

１
寸
＝
10
分
（

≒30.303m
m

）

１
分
＝
10
厘
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削
立
五
寸
角

栗
木
六
本
　
長
八
尺
七
寸	

五
寸
五
分
角	

竪
土
台

代
永
八
百
四
十
三
文
六
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
百
四
十
文
六
分

是
者
三
通
分
、
但
一
通
二
本
継
ニ
乄
遣

削
立
五
寸
角

同
木
二
本
　
長
六
尺	

五
寸
五
分
角	

横
土
台

代
永
二
百
十
四
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　

永
百
七
文
一
分

是
者
二
通
分
ニ
遣

削
立
四
寸
角	

矢
来

杉
木
一
本
　
長
四
尺
五
寸	

五
寸
角	

隅

杭

代
永
三
十
三
文
三
分

外
三
本
有
来
、
高
札
柱
削
直
相
用
候
積

是
者
兜
頭
巾
付
蟻
帯
ニ
乄
仕
立
候
積

削
立
三
寸
角

同
木
五
十
六
本
　
長
四
尺	

四
寸
角	

矢
来
子

代
永
一
貫
三
百
八
十
三
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
二
十
四
文
七
分

是
者
右
同
断
ニ
乄
片
側
二
十
四
本
ツ
ヽ
、
横
手
四
本
ツ
ヽ

削
立
巾
三
寸

厚
六
分

同
木
五
挺
　
長
一
丈
二
尺	

巾
三
寸
五
分

厚
八
分
　
　	

矢
来
貫

代
永
六
十
七
文
五
分	

但
一
挺
　
　
　
　

永
十
三
文
五
分

外
三
挺
有
来
、
古
貫
削
直
、
裏
之
方
江
相
用
候
積

是
者
惣
廻
リ
矢
来
貫
上
下
二
通
入
候
積

削
立
四
寸
角

同
木
三
本
　
長
一
丈
五
尺	

五
寸
角	

高
札
柱

代
永
二
百
七
十
文	

但
一
本
　
　

永
九
十
文

是
者
左
右
中
柱
ニ
遣
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削
立
巾
三
寸
五
分

厚
八
分
　
　

杉
木
一
挺
　
長
一
丈
六
尺
四
寸	

巾
四
寸

厚
一
分	

貫

木

代
永
五
十
七
文
七
分

是
者
高
札
柱
通
貫
ニ
遣削

立
巾
四
寸

厚
二
寸

同
木
三
挺
　
長
一
丈
六
尺
四
寸	

巾
二
寸
　
　

厚
二
寸
五
分	

請

木

代
永
二
百
三
十
七
文
六
分	

但
一
挺
　
　
　
　
　

永
七
十
九
文
二
分

是
者
高
札
掛
請
木
ニ
遣削

立

古
木
六
本
　
長
二
尺	

三
寸
五
分
角	

短

木

是
者
高
札
掛
短
木
古
木
之
内
削
直
相
用
候
積
リ

削
立

古
木
三
挺
　
長
五
尺	

巾
四
寸
五
分

厚
二
寸
　
　	

腕

木

是
者
高
札
柱
よ
り
前
後
江
腕
木
通
シ
候
積

削
立
四
寸
角

杉
木
六
本
　
長
九
尺
九
寸	

四
寸
五
分
角	

桁棟

木

代
永
四
百
四
十
五
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
七
十
四
文
二
分

是
者
二
本
継
長
一
丈
九
尺
八
寸
ニ
乄
桁
二
通
、
棟
木
一
通
ニ
遣

削
立
巾
七
寸

厚
五
分

同
板
百
八
枚
　
長
三
尺
五
寸	

巾
八
寸

厚
五
分	

屋
根
板

代
永
一
貫
九
百
四
十
四
文	

但
一
枚
　
　

永
十
八
文

是
者
屋
根
板
二
枚
重
、
片
流
五
十
四
枚
ツ
ヽ
前
後
分
、
但
有
来
リ

屋
根
板
長
三
尺
ツ
ヽ
有
之
、
矢
来
両
落
下
ニ
相
成
保
方
不
宜
候
間
、

是
度
者
長
三
尺
五
寸
ニ
相
仕
立
候
積
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削
立
巾
一
尺

杉
板
十
二
本
　
長
三
尺
五
寸	

巾
一
尺
一
寸

厚
五
分
　
　	

破
風
板

目

板

代
永
二
百
九
十
六
文
四
分	

但
一
枚
　
　
　
　
　

永
二
十
四
文
七
分

是
者
内
十
枚
四
分
者
巾
二
寸
五
十
二
枚
ニ
乄
目
板
ニ
遣
、
一
枚
六
分
者

両
妻
破
風
板
ニ
切
合
セ
遣
候
積

削
立
巾
三
寸

厚
二
寸

同
木
二
本
　
長
一
丈
八
尺
九
寸	

巾
三
寸
五
分

厚
二
寸
五
分	

屋
根

押

縁

代
永
二
百
九
十
七
文	

但
一
本
　
　
　
　
　
　

永
百
四
十
八
文
五
分

是
者
屋
根
押
縁
前
後
二
通
ニ
遣

削
立
巾
四
寸
五
分

厚
三
寸
五
分

同
木
一
本
　
長
一
丈
九
尺	

巾
五
寸

厚
四
寸	

上
棟
木

代
永
百
九
十
八
文

削
立

古
木
四
挺
　
長
一
丈
三
尺	

巾
四
寸

厚
一
寸	

筋
違
貫

是
者
内
二
挺
者
高
札
中
程
よ
り
左
右
柱
へ
十
文
字
ニ
遣
、
二
挺
者

二
ツ
越
左
右
柱
よ
り
右
台
木
江
控
木
ニ
遣
有
之
候
分
削
直
其
侭

相
用
候
積

削
立
三
寸
角	

歩
行
板
請

杉
木
一
本
　
長
五
尺	

三
寸
五
分
角	

中

梁

代
永
三
十
二
文
四
分

古
板
二
枚
　
長
九
尺	

巾
一
尺

厚
二
寸	

歩
行
板

是
者
高
札
懸
は（外
）つし
之
節
歩
行
板
其
侭
相
用
候
積
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古
木
二
本
　
長
一
尺
三
寸	

	

か
せ
木

是
者
海
辺
風
烈
之
場
所
ニ
付
、
中
竪
土
台
江
二
ヶ
所
か
せ
木

仕
付
右
留
杭
土
台
木
挟
打
ニ
仕
候
積

古
木
四
本
　
長
四
五
尺	

	

右
留
杭

大
六
寸
釘
三
十
六
本

代
永
二
十
八
文
一
分	

但
百
本
　
　
　

永
七
十
八
文

内
六
本
　
　
桁
木
よ
り
腕
木
江
一
ヶ
所
一
本
ツ
ゝ

十
八
本
　
上
棟
木
一
通
江
打
　
　
　
　
　
　
　

四
本
　
　
歩
行
板
請
中
梁
リ
打
　
　
　
　
　
　

八
本
　
　
か
せ
木
よ
り
留
杭
江
一
ヶ
所
二
本
打

大
五
寸
釘
七
十
八
本

代
永
二
十
六
文
七
分	

但
百
本
　
　
　
　
　

永
三
十
四
文
二
分

内
二
十
四
本
　
短
木
一
本
ニ
二
本
ツ
ゝ
　
　
　

三
十
六
本
　
押
縁
二
通
一
通
リ
十
八
本
打

十
八
本
　
　
高
札
請
木
一
挺
六
本
打
　
　

中
五
寸
釘
百
四
十
四
本

代
永
三
十
二
文
四
分	

但
百
本
　
　
　
　
　

永
二
十
二
文
五
分

内
二
十
八
本
　
筋
違
貫
二
挺
者
一
挺
六
十
本
打
、
二
挺
者
一
挺
八
本
打

百
十
六
本
　
矢
来
隅
柱
并
矢
来
子
よ
り
上
下
通
貫
江
打
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足
四
寸
釘
千
百
八
十
八
本

代
永
百
四
十
二
文
六
分	

但
百
本
　
　

永
十
二
文

内
八
百
六
十
四
本
　
屋
根
板
一
枚
八
本
打
、
百
八
枚
分

十
二
本
　
　
　
　
破
風
板
江
打
　
　
　
　
　
　
　
　

三
百
十
二
本
　
　
目
板
一
枚
六
本
打
、
五
十
二
枚
分

折
釘
五
本
　
長
八
寸	

	

高
札
懸
釘

代
永
六
十
六
文	

但
一
本
　
　
　
　

永
十
三
文
二
分

外
五
本
　
古
釘
用

同
釘
五
本
　
長
六
寸	

	

右
同
断

代
永
五
十
八
文	

但
一
本
　
　
　
　

永
十
一
文
六
分

外
五
本
　
古
釘
用

同
釘
六
本
　
長
四
寸	

	

右
同
断

代
永
四
十
二四

文
四
分	

但
一
本
　
　
　

永
七
文
四
分

外
六
本
　
古
釘
用

大
工
四
十
八
人

賃
永
二
貫
百
六
十
文	

但
飯
米
と
も
一
人
ニ
付

永
四
十
五
文
　
　

是
者
高
札
場
切
組
仕
立
一
式
二
遣

幅
田
人
足
二
十
四
人

賃
永
五
百
四
十
文	

但
一
人
　
　
　
　

二
十
二
文
五
分

是
者
大
工
手
伝
・
諸
色
持
運
・
古
来
取
片
付
等
一
式
ニ
遣

小
以
永
九
貫
四
百
十
八
文
三
分
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高
札
場
下

一
、
石
垣
長
延
七
間
三
尺
二
寸
　
前
長
一
丈
七
尺
　
　
　
　
　
　
　

横
長
五
尺
六
寸
ツ
ゝ
高
一
尺
二
寸

後
長
一
丈
七
尺
　
　
高
三
尺
五
寸

是
者
有
来
四
方
折
廻
し
石
垣
高
一
尺
二
寸
程
御
座
候
処
、

一
体
石
怔
不
宜
、其
上
先
年
宿
内
出
火
之
節
類
焼
い
た
し
候
間
、

破
砕
ヶ
、
且
又
後
之
方
者
悪
水
吐
ニ
て
至
而
地
低
ニ
付
、
是
上
者

古
木
之
内
並
杭
打
立
地
形
築
堅
候
得
共
、度
々
崩
落
、相
保
不
申

候
間
、
此
度
者
後
之
方
高
三
尺
五
寸
ニ
築
立
候
積
、
惣
体
取
崩
、

古
石
取
交
築
直
候
積

右
入
用

石
垣
下

古
木
一
本	

長
一
丈
七
尺	

四
寸
角	

土
台
木

是
者
有
来
桁
棟
木
等
之
内
、
木
怔
宜
分
切
縮
メ
継
合
セ

高
札
場
後
之
方
石
垣
下
土
台
ニ
伏
込
候
積

同
木
八
本	

長
三
尺	

	

同
留
杭

是
者
古
木
之
内
木
怔
宜
分
選
立
、
内
外
よ
り
挟
杭
打
立
候
積
、

但
、
一
ヶ
所
二
本
ツ
ゝ
四
ヶ
所
分

伊
豆
青
石
八
本	

仕
上
一
尺
三
寸
角

長
二
尺
二
寸	

	

隅

石

代
永
一
貫
八
百
文	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
二
百
二
十
五
文

同
間
地
石
四
十
四
本	

仕
上
面
一
尺
二
寸

控
一
尺
三
寸	

築

石

代
永
一
貫
三
百
八
十
六
文	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
三
十
一
文
五
分
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外
六
本
　
古
石
用

是
者
有
来
古
石
之
内
怔
合
宜
分
取
交
築
直
候
積

石
工
十
人

賃
永
八
百
二
十
八
文	

但
一
人
　
　
　
　
　

永
八
十
二
文
八
分

是
者
隅
石
間
地
石
共
野
面
摺
合
セ
鏨
切
い
た
し
築
立

一
式
ニ
遣

手
元
手
伝
人
足
十
人

賃
永
四
百
五
十
文	

但
一
人
　
　
　

永
四
十
五
文

是
者
石
工
手
伝
土
台
木
伏
込
ニ
遣

幅
田
人
足
十
人

賃
永
二
百
二
十
五
文	

但
一
人
　
　
　
　
　

永
二
十
二
文
五
分

是
者
隅
石
間
地
石
河
岸
揚
持
運
并
石
垣
地
形
築
立

一
式
ニ
遣

小
以
四
貫
六
百
八
十
九
文

合
金
十
四
両
永
百
七
文
三
分

右
者
私
御
代
官
所
東
海
道
武
州
神
奈
川
宿
高
札
場
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御
普
請
願
出
候
間
、
手
代
差
遣
見
分
為
仕
候
処
、
惣
体
木
品

朽
腐
、
且
又
高
札
場
後
之
方
悪
水
吐
ニ
て
至
而
地
低
ニ
付
、

度
々
崩
落
保
兼
候
間
、
足
石
仕
石
垣
築
直
候
積
、
木
品

其
外
一
式---------------------------------------------------------

所
引
請
之
積
、
直（
値
）
段
吟
味
之
上
目
論
見
仕
候
処
、

書
面
之
通
御
座
候
、
右
御
入
用
を
以
建
替
御
普
請

被
仰
付
候
様
、
此
度
奉
存
候
、
依
之
奉
伺
候
、
以
上

文
化
元
子
年	

大
貫
次
右
衛
門

御
勘
定
所
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８
　
東
海
道
武
州
神
奈
川
宿
高
札
場
御
普
請
出
来
形
帳

文
政
六（
一
八
二
三
）年
一
〇
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID2199435297

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
奈
川
宿
本
陣 

石
井
家
文
書

こ
の
資
料
は
、
神
奈
川
宿
に
設
置
さ
れ
た
高
札
場
の
建
て
替
え

の
際
に
作
成
さ
れ
た
、
工
事
の
完
成
報
告
書
で
す
。

記
載
内
容
は
目
論
見
帳
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
作
成
者
を
見
る

と
神
奈
川
宿
の
役
人
が
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

実
際
に
工
事
を
担
当
し
た
神
奈
川
宿
側
が
作
成
し
た
資
料
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
宛
所
は「
大
貫
次
右
衛
門
元
役
所
」と
な
っ

て
お
り
、
代
官
所
に
提
出
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。こ

の
後
、
嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
、
明
治
三（
一
八
七
〇
）年
の

出
来
形
帳
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

「（
表
紙
）

文
政
六
未
年

東
海
道

武
州
神
奈
川
宿
高
札
場
御
普
請
出
来
形
帳

」
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東
海
道
　
　

武
州
橘
樹
郡

一
、
高
札
場
　
長
一
丈
六
尺
四
寸

横
五
尺
　
　
　
　

高
一
丈

　
一
ヶ
所	

神
奈
川
宿

是
者
前
々
御
普
請
所
ニ
而
、
天
明
七
未
年
・
寛
政
七
卯
年
・

文
化
二
丑

年
御
普
請
被
仰
付
候
所
、
此
節
悉
及
大
破

難
差
置
御
座
候
間
、
仕
来
之
通
御
買
上
木
を
以

建
替
被
　
仰
付
候
積

右
入
用
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削
立
五
寸
角

栗
木
六
本
　
長
八
尺
七
寸	

五
寸
五
分
角	

竪
土
台

代
永
八
百
四
十
三
文
六
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
百
四
十
文
六
分

是
者
三
通
分
、
但
一
通
二
本
継
ニ
乄
遣

削
立
五
寸
角

同
木
二
本
　
長
六
尺	

五
寸
五
分
角	

横
土
台

代
永
二
百
十
四
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　

永
百
七
文
一
分

是
者
二
通
分
ニ
遣

削
立
四
寸
角	

矢
来

杉
木
四
本
　
長
四
尺
五
寸	

五
寸
角	

隅

杭

代
永
百
三
十
三
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
三
十
三
文
三
分

是
者
頭
巾
付
蟻
枘
ニ
乄
仕
立
候
積

削
立
三
寸
角

同
木
五
十
六
本
　
長
四
尺	

四
寸
角	

矢
来
子

代
永
一
貫
三
百
八
十
三
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
二
十
四
文
七
分

是
者
側
二
十
四
本
ツ
ヽ
、
横
手
四
本
ツ
ヽ

削
立
巾
三
寸

厚
六
分

同
木
五
挺
　
長
一
丈
二
尺	

巾
三
寸
五
分

厚
八
分
　
　	

矢
来
貫

代
永
六
十
七
文
五
分	

但
一
挺
　
　
　
　

永
十
三
文
五
分

外
三
挺
有
来
、
古
貫
削
直
、
裏
之
方
江
遣
候
積

是
者
惣
廻
リ
矢
来
貫
上
下
二
通
入
候
積

削
立
四
寸
角

同
木
三
本
　
長
一
丈
五
尺	

五
寸
角	

高
札
柱

代
永
二
百
七
十
文	

但
一
本
　
　

永
九
十
文

是
者
左
右
中
柱
ニ
遣
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削
立
巾
三
寸
五
分

厚
八
分
　
　

杉
木
一
挺
　
長
一
丈
六
尺
四
寸	

巾
四
寸

厚
一
寸	

貫

木

代
永
五
十
七
文
七
分

是
者
高
札
柱
通
貫
ニ
遣
候
積

削
立
巾
三
寸
五
分

厚
四
寸
　
　

同
木
三
挺
　
長
一
丈
六
尺
四
寸	

巾
二
寸
　
　

厚
二
寸
五
分	

請

木

代
永
二
百
三
十
七
文
六
分	

但
一
挺
　
　
　
　
　

永
七
十
九
文
二
分

是
者
高
札
掛
請
木
ニ
遣
候
積

削
立
三
寸
角

古
木
六
本
　
長
二
尺	

三
寸
五
分
角	

短

木

是
者
高
札
懸
短
木
古
木
之
内
削
直
相
用
候
積

古
木
三
挺
　
長
五
尺	

巾
四
寸
五
分

厚
二
寸
　
　	

腕

木

是
者
高
札
柱
よ
り
前
後
江
腕
木
通
候
積

削
立
四
寸
角

杉
木
六
本
　
長
九
尺
九
寸	

四
寸
五
分
角	

桁棟

木

代
永
四
百
四
十
五
文
二
分	

但
一
本
　
　
　
　
　

永
七
十
四
文
二
分

是
者
二
本
継
、
長
一
丈
九
尺
二
寸
ニ
乄
桁
二
通
、
棟
木
一
通
ニ
遣

削
立
巾
七
寸

厚
四
分

同
板
百
八
枚
　
長
三
尺
五
寸	

巾
八
寸

厚
五
分	

屋
根
板

代
永
一
貫
九
百
四
十
四
文	

但
一
枚
　
　

永
十
八
文

是
者
屋
根
板
二
枚
重
、
片
流
五
十
四
枚
ツ
ヽ
、
前
後
分
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削
立
巾
一
尺

杉
板
十
二
本
　
長
三
尺
五
寸	

巾
一
尺
一
寸

厚
五
分
　
　	

破
風
板

目

板

代
永
二
百
九
十
六
文
四
分	

但
一
枚
　
　
　
　
　

永
二
十
四
文
七
分

是
者
内
十
枚
四
分
者
巾
二
寸
五
十
二
枚
ニ
乄
目
板
ニ
遣
、
一
枚

六
分
者
両
妻
破
風
板
ニ
切
合
セ
遣
候
積

削
立
巾
三
寸

厚
二
寸

同
木
二
本
　
長
一
丈
八
尺
九
寸	

巾
三
寸
五
分

厚
二
寸
五
分	

屋
根

押

縁

代
永
二
百
九
十
七
文	

但
一
本
　
　
　
　
　
　

永
百
四
十
八
文
五
分

是
者
屋
根
押
縁
前
後
二
通
ニ
遣削

立
巾
四
寸
五
分

厚
三
寸
五
分

同
木
一
本
　
長
一
丈
九
尺	

巾
五
寸

厚
四
寸	

上
棟
木

代
永
百
九
十
八
文

削
立
巾
四
寸

厚
一
寸

杉
木
四
挺
　
長
一
丈
三
尺	

巾
四
寸
五
分

厚
一
寸
二
分	

筋
違
貫

代
永
二
百
文	

但
一
挺
　
　

永
五
十
文

是
者
内
二
挺
者
高
札
中
程
よ
り
左
右
柱
へ
十
文
字
ニ
遣
、

二
挺
者
二
ツ
伐
ニ
左
右
柱
よ
り
土
台
木
江
控
木
ニ
遣

削
立
三
寸
角	

歩
行
板
請

同
木
一
本
　
長
五
尺	

三
寸
五
分
角	

中

梁

代
永
三
十
二
文
四
分

古
板
二
枚
　
長
九
尺	

巾
一
尺

厚
二
寸	

歩
行
板

是
者
高
札
懸
は（外
）つし
之
節
歩
行
板
其
侭
相
用
候
積
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古
木
二
本
　
長
一
尺
三
寸	

	

か
せ
木

是
者
海
辺
風
烈
之
場
所
ニ
付
、
中
竪
台
江
二
ヶ
所
か
せ
木
仕
付

右
留
柱
土
台
木
挟
打
之
積

古
木
四
本
　
長
四
五
尺	

	

右
留
柱

大
六
寸
釘
三
十
六
本

代
永
二
十
八
文
一
分	

但
百
本
　
　
　

永
七
十
八
文

内
六
本
　
　
桁
木
よ
り
腕
木
江
一
ヶ
所
一
本
ツ
ゝ
　
　

十
八
本
　
上
棟
木
一
通
江
打
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
本
　
　
歩
行
板
請
中
梁
江
打
　
　
　
　
　
　
　
　

八
本
　
　
か
せ
木
よ
り
留
杭
江
一
ヶ
所
二
本
ツ
ヽ
打

大
五
寸
釘
七
十
八
本

代
永
二
十
六
文
七
分	

但
百
本
　
　
　
　
　

永
三
十
四
文
二
分

内
二
十
四
本
　
短
木
一
本
ニ
二
本
ツ
ゝ
　

三
十
六
本
　
押
縁
二
通
一
通
十
八
本
打

十
八
本
　
　
高
札
請
木
一
挺
六
本
打
　

中
五
寸
釘
百
四
十
四
本

代
永
三
十
二
文
四
分	

但
百
本
　
　
　
　
　

永
二
十
二
文
五
分

内
二
十
八
本
　
筋
違
貫
二
挺
者
一
挺
六
本
打
、
二
挺
者
一
挺
八
本
打

百
十
六
本
　
矢
来
隅
柱
并
矢
来
子
よ
り
上
下
貫
江
打
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足
四
寸
釘
千
百
八
十
八
本

代
永
百
四
十
二
文
六
分	

但
百
本
　
　

永
十
二
文

内
八
百
六
十
四
本
　
屋
根
板
一
枚
八
本
打
、
百
八
枚
分

十
二
本
　
　
　
　
破
風
板
江
打
　
　
　
　
　
　
　
　

三
百
十
二
本
　
　
目
板
一
枚
六
本
打
、
五
十
二
枚
分

折
釘
七
本
　
長
八
寸	

	

高
札
懸
釘

代
永
九
十
二
文
四
分	

但
一
本
　
　
　
　

永
十
三
文
二
分

外
三
本
　
古
釘
用

同
八
本
　
長
六
寸	

	

同
断

代
永
九
十
二
文
八
分	

但
一
本
　
　
　
　

永
十
一
文
六
分

外
二
本
　
古
釘
用

同
釘
十
本
　
長
四
寸	

	

右
同
断

代
永
七
十
四
文	

但
一
本
　
　
　

永
七
文
四
分

外
二
本
　
古
釘
用

大
工
四
十
八
人

賃
永
二
貫
百
六
十
文	

但
飯
米
と
も
一
人

永
四
十
五
文
　

是
者
高
札
切
組
仕
立
一
式
二
遣

幅
多
人
足
二
十
四
人

賃
永
五
百
四
十
文	

但
一
人
　
　
　
　

二
十
二
文
五
分

是
者
大
工
手
伝
・
諸
色
持
運
・
古
木
取
片
付
ニ
遣
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合
　
金
九
両
三
分
・
永
五
十
九
文

右
之
通
当
宿
御
高
札
場
年
来
相
立（
経
）、
木
品
惣
体
朽
腐

及
大
破
候
ニ
付
、
此
度
御
普
請
願
上
候
所
、
願
之
通
被
仰
付

御
普
請
丈
夫
ニ
出
来
仕
、
宿
内
一
流（
統
）難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、

依
之
連
印
出
来
形
帳
面
奉
差
上
候
、
以
上

文
政
六
未
年	

東
海
道
武
州
橘
樹
郡

十
月	

神
奈
川
宿

百
姓
代
　
次
左
衛
門
㊞

同
　
　
　
政
右
衛
門
㊞

年
寄
　
　
善

四

郎
㊞

同
　
　
　
忠

兵

衛
㊞

同
　
　
　
久
右
衛
門
㊞

問
屋
　
　
清

九

郎
㊞

同
　
　
　
源

兵

衛
㊞
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名
主
後
見
弥

十

郎
㊞

名
主
　
　
源
左
衛
門
㊞

大
貫
次
右
衛
門
様

元
御
役
所

前

書

之

通

御

普

請

被

仰

付

処

相

違

無

之

者

也

大
貫
次
右
衛
門

未
十
月	

元

役

所
㊞
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第
３
章
　
明
治
時
代
の
高
札

慶
応
四（
一
八
六
八
）年
、
明
治
新
政
府
は
、
そ
れ
ま
で
の
江
戸

幕
府
の
高
札
を
撤
去
し
、
新
た
な
高
札
を
掲
示
し
ま
し
た
。
い
わ

ゆ
る「
五
榜
の
掲
示
」と
呼
ば
れ
る
高
札
な
ど
で
す
。

五
榜
の
掲
示
以
前
に
も
徳
川
慶
喜
追
討
の
高
札
な
ど
が
立
て
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
慶
応
四
年
中
に
撤
去
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
榜
の
掲
示
も
、
江
戸
幕
府
の
五
枚
の
高
札
同
様
、
民
衆
が
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
し

た
。な

お
、
当
館
で
は
収
蔵
し
て
い
な
い
五
榜
の
掲
示 

第
五
札
は

「
脱
国
札
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
本
籍
が
あ
る「
藩
」か
ら
勝
手
に

離
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
廃
藩
置
県
な

ど
制
度
変
更
に
伴
い
、
明
治
四（
一
八
七
一
）年
に
撤
去
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
後
、
明
治
六
年
の
太
政
官
布
告
第
六
八
号
但
し
書
き「
従

来
高
札
面
ノ
儀
ハ
一
般
熟
知
ノ
事
ニ
付
、
向
後
取
除
キ
可
申
事
」

を
も
っ
て
、
高
札
の
内
容
が
充
分
周
知
さ
れ
た
と
し
て
撤
去
す
る

よ
う
通
達
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
高
札
の
時
代
は
終
わ
り
を
迎

え
ま
し
た
。
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９
　〔
五
榜
の
掲
示 

第
一
札
〕	

慶
応
四（
一
八
六
八
）年
三
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
寄
託 ID

2200717004

相
模
国
津
久
井
県
沢
井
村 

石
井
達
也
家
文
書

五
榜
の
掲
示
の
第
一
札
、「
五
倫
札
」と
呼
ば
れ
る
高
札
で
す
。

三
ヶ
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、
第
一
条
は
、
人
で
あ
る
か
ら
に
は

五
倫
を
正
し
く
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
五
倫

と
は
儒
教
の
親
・
義
・
別
・
序
・
信
で
、
そ
れ
ぞ
れ
父
子
・
君
臣
・

夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
の
人
間
関
係
を
守
る
べ
き
道
と
さ
れ
て
い
ま

す
。第

二
条
は
、
鰥か
ん
か
こ
ど
く

寡
孤
独
・
廃は
い
し
つ疾
を
思
い
や
る
よ
う
に
と
し
て
い

ま
す
。
鰥
寡
孤
独
と
は
、
妻
の
な
い
夫
・
夫
の
な
い
妻
・
孤
児
・

老
い
て
子
の
な
い
者
を
指
し
ま
す
。
ま
た
廃
疾
と
は
、
身
体
の
障

害
を
伴
う
不
治
の
疾
病
ま
た
は
そ
の
病
人
と
い
う
意
味
で
、
現
在

の
障
が
い
者
を
指
し
ま
す
。

第
三
条
は
、
殺
人
・
放
火
・
窃
盗
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
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定

一
、
人
た
る
も
の
五
倫
之

道
を
正
し
く
す
へ
き
事

一
、
鰥
寡
孤
独
・
廃
疾
の

も
の
を
憫
む
へ
き
事

一
、
人
を
殺
し
、
家
を
焼
き
、

財
を
盗
む
等
之
悪
業

あ
る
ま
し
く
事

慶
応
四
年
三
月
　
太

政

官
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10
　〔
五
榜
の
掲
示 

第
二
札
〕	

慶
応
四（
一
八
六
八
）年
三
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2200873001

武
蔵
国
都
筑
郡
池
辺
村 

原
家
文
書

五
榜
の
掲
示
の
第
二
札
、「
徒
党
札
」と
呼
ば
れ
る
高
札
で
す
。

こ
の
内
容
は
、
明
和
七（
一
七
七
〇
）年
に
幕
府
が
発
し
た
高
札
と

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
時
期
は
社
会
情
勢
も
不
安
定
で
、
慶
応
年
間（
一
八
六
五

か
ら
一
八
六
八
年
）に
は
、
米
価
の
高
騰
な
ど
に
伴
い
、
江
戸
で

の
打
ち
毀
し
や
近
郊
で
の
一
揆
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
物

価
高
騰
に
起
因
す
る
困
窮
に
よ
り
、
農
村
部
か
ら
都
市
部
に
移
り

住
む
者
が
増
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
徒
党
・
強
訴
・
逃
散
の
禁
止
を
継

続
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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定

何
事
に
よ
ら
す
、
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
事
に

大
勢
申
合
候
を
と（

徒

党

）

と
う
と
と（

唱

）な
へ
、

と（

徒

党

）

と
う
し
て
し（
強
）
い
て
ね（

願

）が
ひ
事

く（

企

）

わ
た
つ
る
を
こ（
強
訴
）

う
そ
と
い（
言
）ひ
、
あ（

或

）

る
ひ
ハ

申
合
せ
居
町
・
居
村
を
た（
立
）ち
の（
退
）き
候
を

て（

逃

散

）

う
さ
ん
と
申
す
、
堅
く
御
法
度

た
り
、
若
右
類
之
儀
こ
れ
あ
ら
ハ

早
々
其
筋
の
役
所
へ
申
出
へ
し
、

御
ほ（

褒

美

）

ふ
ひ
下
さ
る
へ
く
事

慶
応
四
年
三
月

太

政

官
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11
　〔
五
榜
の
掲
示 

第
三
札
〕	

慶
応
四（
一
八
六
八
）年
三
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2200873002

武
蔵
国
都
筑
郡
池
辺
村 

原
家
文
書

五
榜
の
掲
示
の
第
三
札
、「
キ
リ
シ
タ
ン
札
」と
呼
ば
れ
る
高
札

で
す
。
明
治
政
府
は
、
神
道
に
基
づ
く
祭
政
一
致
を
基
本
方
針
と

し
た
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、
江
戸
幕
府
同
様
禁
止
の
政

策
を
と
り
ま
し
た
。

内
容
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門（
キ
リ
ス
ト
教
）と
邪
宗
門（
日
蓮

宗
不
受
不
施
派
）を
禁
止
す
る
も
の
で
す
。
元
々
は
、「
一
、
切
支

丹
邪
宗
門
ノ
儀
ハ
堅
ク
御
制
禁
タ
リ
、
若
不
審
ナ
ル
者
有
之
ハ
其

筋
之
役
所
ヘ
可
申
出
、
御
褒
美
可
被
下
事
」と
い
う
文
言
で
あ
っ

た
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
こ
と
か

ら
、
欧
米
か
ら
の
抗
議
が
あ
り
、
二
条
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
は
明
治
九（
一
八
七
六
）年
の
教
部

省
布
達
第
三
号
に
て
再
興
が
認
め
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
明
治

二
二
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法（
第
二
八
条 

信
教
の
自
由
）発
布
に

よ
り
、
事
実
上
解
禁
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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定

一
、
切
支
丹
宗
門
之
儀
ハ
、
是
迄

御
制
禁
之
通
、
固
く
可

相
守
事

一
、
邪
宗
門
之
儀
、
固
く
禁
止
候

事

慶
応
四
年
三
月

太

政

官
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12
　〔
五
榜
の
掲
示 

第
四
札
〕	

（
慶
応
四（
一
八
六
八
）年
）三
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2202400002

武
蔵
国
都
筑
郡
勝
田
村
文
書
　
　
　
　
　
　
　

五
榜
の
掲
示
の
第
四
札
、「
外
国
交
際
札
」と
呼
ば
れ
る
高
札
で

す
。内

容
は
、
国
際
法
に
基
づ
く
条
約
に
よ
り
外
国
と
の
交
際
を
行

う
こ
と
、
外
国
人
の
殺
害
・
外
国
人
へ
の
犯
罪
は
外
交
問
題
に
な

り
か
ね
な
い
た
め
禁
止
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
例
え
ば
生
麦
事
件
の
よ
う
に
大
名
行
列
を
外
国
人
が
馬

に
乗
っ
て
横
切
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
日
本
の
文
化
・
習
俗
に
不

慣
れ
な
外
国
人
と
の
衝
突
、
ま
た
、
攘
夷
と
よ
ば
れ
る
外
国
人
排

斥
運
動
に
基
づ
く
外
国
人
襲
撃
が
発
生
す
る
な
ど
、
外
交
問
題
に

発
展
し
兼
ね
な
い
事
件
が
多
く
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た

こ
と
を
受
け
、
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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覚

今
般

王
政
御
一
新
ニ

付

朝
廷
之
御
条
理
を
追
ひ
外
国
御
交
際

之
儀
被
仰
出
、
諸
事
於

朝
廷
直
ち
ニ
御
取
扱
被
為
成
、
万
国
之
公
法
を
以

条
約
御
履
行
被
為
在
候
、
付
而
者
全
国
之
人
民
、

叡
旨
を
奉
載
し
、
心
得
違
無
之
様
被
仰
付
候
、

自
今
以
後
猥
外
国
人
を
殺
害
し
、
或
者
不
心
得
之

所
業
等
い
た
し
候
も
の
者
、

朝
命
ニ
悖
り
御
国
難
を
醸
成
し
候
而
已
な
ら
す
、

一
旦
御
交
際
被
仰
出
候
各
国
に
対
し
、

皇
国
之
御
威
信
も
不
相
立
次
第
、
甚
以
不
届

至
極
之
儀
ニ
付
、
其
罪
之
軽
重
ニ
随
ひ
、
士
列
之

も
の
与

雖
も
削
士
籍
、
至
当
之
典
刑
ニ

被
処
候
条
、
銘
々
奉

朝
命
、
猥
ニ

暴
行
之
所
業
無
之
様
被

仰

出

候

事

三
月
　
太

政

官
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13
　〔
高
札
〕	

（
明
治
三（
一
八
七
〇
）年
）一
二
月

年
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2199432801

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
大
寺
村 

北
村
家
文
書

こ
の
高
札
は
、
太
政
官
布
告
第
九
九
一
号
を
記
載
し
た
も
の

で
、「
火
付
盗
賊
人
殺
札
」を
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
太
政
官
布
告

と
は
、
当
時
の
太
政
官（
立
法
・
行
政
・
司
法
の
機
能
を
備
え
た

政
府
機
構
）か
ら
交
付
さ
れ
た
法
令
の
事
で
す
。

内
容
は
、
放
火
・
窃
盗
・
殺
人
お
よ
び
贋
金
を
禁
止
す
る
も
の

で
、
明
治
三
年
時
点
で
は
三
府
開
港
場（
東
京
・
京
都
・
大
坂
・

函
館
・
横
浜
・
新
潟
・
神
戸
・
長
崎
）に
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

各
県
へ
は
、
明
治
五
年
の
太
政
官
布
告
第
八
一
号「
悪
徒
取
締

方
ノ
儀
ニ
付
、
去
庚
午
十
二
月
中
別
紙
ノ
通
三
府
並
開
港
場
ヘ
掲

示
相
成
候
処
、
右
者
於
諸
県
モ
同
様
ノ
儀
ニ
付
掲
示
可
致
事
」に

よ
り
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
高
札
自
体
は
明
治
五
年
に
掲
示
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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火
付
・
盗
賊
・
人
殺
或
ハ
贋
金
札
を
作

候
者
等
、
見
聞
次
第
早
速
其
最
寄

之
役
所
江

召
捕
ヘ
差
出
し
、
又
ハ
訴
出

可
申
候
、
吟
味
之
上
相
違
無
之
候
ハ
ヽ
、

御

褒

美

可

被

下

候

事

但
、
召
捕
候
節
、
手
疵
を
負
ひ
、
又
ハ
即
死
等

之
者
江
厚
く
御
扶
助
可
被
下
候
、
訴
人
い
た
し
候

者
引
合
之
た
め
御
役
所
ヘ
被
召
出
候
節
ハ

職
業
向
迷
惑
不
相
成
様
相
応
御
手
当

可
被
下
候
間
、
有
体
ニ
可
申
立
候
、
若
隠
シ
置

後
日
他
よ
り
相
顯
る
ゝ
に
お
い
て
ハ
曲
事

た
る
へ
く
候
事

庚
午
十
二
月	

太

政

官
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14
　〔
高
札
〕	

（
明
治
三（
一
八
七
〇
）年
）一
二
月

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 ID

2199432802

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
大
寺
村 

北
村
家
文
書

こ
の
高
札
は
、
太
政
官
布
告
第
一
〇
一
一
号
を
記
載
し
た
も
の

で
、「
徒
党
勧
誘
札
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

五
榜
の
掲
示 

第
二
札
で
徒
党
・
強
訴
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
さ
ら
に
追
加
と
し
て
、
だ
ま
し
て
徒
党
に
加
わ
ら
せ
る
行

為
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

諸
国
高
札
ニ

掲
示
有
之
候
通
、
何
事
ニ

よ
ら
す

大
勢
申
合
せ
、
又
ハ
し（
強
）
ゐ
て
願
ひ
事
く（

企

）

わ
た
つ
る
を

徒
党
・
強
訴
と
名
け
、
重
き

御
法
度
ニ
候
処
、
近
来
諸
処
ニ
お（
於
）
い
て
奸
民
と（

共

）も

わ（

我

）か
身
の
得
手
勝
手
よ
り
し
て
事
を
好
ミ
、
種
々
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申
、
た（

巧

）く
み
良
民
を
あ（

欺

）

さ
む
き
徒
党
・
強
訴
之

人
数
ニ
い（

誘

）

さ
な
ひ
入
れ
　
御
法
度
を
そ（

背

）む
き
候
の
ミ

な
ら
す
、
妄
り
ニ
家
財
を
こ（

毀

）ほ
ち
屋
宅
を
焼
す（
捨
）
つ
る

等
の
乱
妨
狼
藉
ニ
至
、
謂
れ
さ
る
事
ニ
候
、
元
来

願
筋
有
レ

之
節
ハ
穏
便
ニ
申
出
候
ヘ
ハ
、
先
（
夫
）
々
厚
く

御
詮
議
も
相
成
へ
く
候
ヘ
と
も
、
右
様
大
勢
徒
党
を

も（

催

）

よ
ふ
し
、
上
を
は（

憚

）

ゝ
か
ら
さ
る
所
業
い
た
し
候
而
は
、［（
縦
令
）］

如
何
ほ
と
道
理
至
極
の
事
た
り
と
も
御
取
あ
け
相
成

か（
難
）た
く
、
且
発
頭
人
ハ
申
ニ
及
は
す
、
同
類
之
も（
者
）の
ま（
迄
）て
も

厳
重
相
と（
咎
）か
め
ら
れ
、
其
上
し（
時
宜
）き
に
よ
り
不
得
止
兵
隊
を

も（
以
）つて
御
打
果
ニ
も
相
成
、
つ（
罪
）ミな
き
良
民
と（
共
）も、
奸
民
の
た
め
ニ

非
命
の
死
を
と（
遂
）け
、
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
ニ
も
相
わ（
分
）か
れ
、
誠
ニ

も（

以

）つ
て
ふ（

不

憫

）

ひ
ん
の
至
ニ
候
条
、
銘
々
篤
く
勘
弁
い
た
し

御
法
度
之
旨
堅
く
相
守
、
一
家
安
穏
ニ
産
業
出
精
し

奸
民
の
た
め
ニ
あ（

欺

）

さ
む
か
れ
、
心
得
違
無
レ

之
様
致
す
へ
き

も
の
也

但
、
奸
民
と（
共
）も
徒
党
・
強
訴
な（
等
）と
の
人
数
ニ
相［（
勧
め
候
節
は
）］

早
速
御
役
所
ヘ
訴
出
候
ヘ
ハ
、
御
ほ（
褒
美
）

ふ
ひ
を
も［（
遣
さ
る
）
］

へ
き
も
の
也

庚
午
十
二
月	

太

政

官



86

《
参
考
文
献
》

・
三
浦
周
行『
法
制
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
　
大
正
八
年
）

・
瀧
本
誠
一 

編『
日
本
経
済
大
典 

第
二
十
五
巻
』（
啓
明
社
　
昭

和
四
年
）

・
石
井
良
助『
民
法
典
の
編
纂
』（
創
文
社
　
昭
和
五
四
年
）

・
服
藤
弘
司『
幕
府
法
と
藩
法
』（
創
文
社
　
昭
和
五
五
年
）

・
安
丸
良
夫「
近
代
転
換
期
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
」（
安
丸
良
夫・

宮
地
正
人『
日
本
近
代
思
想
体
系 

第
五
巻 

宗
教
と
国
家
』岩
波

書
店
　
昭
和
六
三
年
）

・
久
留
島
浩「
近
世
の
村
の
高
札
」（
永
原
慶
二 

編『
大
名
領
国
を

歩
く
』吉
川
弘
文
館
　
平
成
五
年
）

・
渡
辺
浩
一「
江
戸
の
高
札
―
三
類
型
と
維
持・管
理
―
」（『
歴
史
』

第
一
一
五
集
　
東
北
史
学
会
　
平
成
二
二
年
）

・
東
上
床
隆
司「
内
藤
新
宿
に
お
け
る
高
札
の
管
理
」（
東
京
学

芸
大
学
近
世
史
研
究
会 

編『
内
藤
新
宿
と
江
戸
』平
成
二
二
年
　

名
著
出
版
）

・
岡
田
昭
夫『
明
治
期
に
お
け
る
法
令
伝
達
の
研
究
』（
成
文
堂
　

平
成
二
五
年
）

・
杉
原
利
治『
高
札
も
の
が
た
り
』（
垂
井
日
之
出
印
刷
所
　
令
和

元
年
）

・
三
宅
紹
宣『
幕
末
維
新
の
政
治
過
程
』（
吉
川
弘
文
館
　
令
和
三

年
）

令
和
８
年
３
月
31
日
　
発
行

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

担
当
：
資
料
課
　
上
田
良
知

〒
241-
0815 

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
中
尾
一

－

六

－

一

電

話
　
〇
四
五（
三
六
四
）四
四
六
一（
資
料
課
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
四
五（
三
六
四
）四
四
五
九

https://archives.pref.kanagaw
a.jp/






	表紙
	開催にあたって
	第1章　江戸時代の高札
	第2章　高札場とその維持
	第3章　明治時代の高札
	奥付



